
八尾市水道局競争入札要綱 

 

（主旨） 

第１条 八尾市水道局（以下「局」という。）で行う競争入札の執行に関する取り扱い 

については、関係法令、八尾市水道局契約規程、契約に関する諸規定並びに本要綱

の定めるところによるものとする。 

   ただし、局が発注する建設工事等（測量等コンサルタント業務を含む。）に係る

競争入札を八尾市電子入札システムを用いて行う場合は、別途「八尾市水道局建設

工事等競争入札心得（電子入札用）」で定める。 

（入札） 

第２条 入札参加者は、仕様書、その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ入札に参加

しなければならない。この場合において仕様書、その他契約締結に必要な条件につ

いて疑義あるときは、関係職員の説明を求めることができる。 

２ 入札参加者は、所定の日時までに所定の場所に出頭し、所定の書式により入札に

参加しなければならない。 

３ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければ

ならない。 

４ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理

をすることはできない。 

５ 入札参加者は、その提出した入札書の書換え､引換え､又は撤回をすることはでき

ない。 

６ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１

００に相当する金額を入札書に記載するものとする。 

（入札の辞退） 

第３条 入札参加者は入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで

きる。 

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより

申し出るものとする。 

(１) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し又は郵送（入札

日の前日までに到着するものに限る。）して行う。 

(２) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執

行する者に直接提出して行う。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを



受けるものではない。 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号）等に抵触する行為を行なってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札

価格又は入札意思についていかなる相談も行なわず、独自に入札価格を定めなけれ

ばならない。 

３ 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示

してはならない。 

（入札の取りやめ等） 

第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に

執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 

２ 初度入札において参加者が１人の場合は、入札の執行を取りやめることができる。 

３ 再度入札において参加者が１人の場合は、入札の執行を取りやめることとする。 

（入札保証金） 

第６条 入札参加者は所定の日時までに指定の場所に見積る契約金額の１００分の３以

上の入札保証金を現金等で納付しなければならない。ただし、八尾市水道局契約規

程第11条の規定により、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、こ

の限りでない。 

２ 入札保証金は、落札者に対しては、契約締結後に、落札者以外の者に対しては、

入札執行後にその領収書と引換えにこれを還付する。 

３ 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は局

に帰属する。 

４ 入札保証金の納付を免除された場合で、落札者が契約を締結しないときは、違約

金として落札金額の１００分の３に相当する額を徴収するものとする。 

（無効の入札） 

第７条 次の各号の１に該当する入札は無効とする。 

(１) 入札参加の資格を有しない者のした入札 

(２) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(３) 指定の日時に提出しなかった入札 

(４) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金

が所定の額に達しない者がした入札 

(５) 入札者の記名押印を欠く入札 

(６) 同一入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

(７) 同一入札について、入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、その



全部の入札 

(８) 同一入札について、入札者及びその代理人が、それぞれ入札したときは、その

双方の入札 

(９) 入札金額又は入札者の氏名、その他主要部分が識別しがたい入札 

(10) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等の入札 

(11) 再度入札において２回目以降の入札金額が、前回の最低入札金額以上である入

札 

(12) 明らかに連合によると認められる入札 

(13) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 

(14) 同一入札に参加する複数の者の関係が、次のいずれかに該当する者が行った入   

札ただし、入札書を提出するまでに、該当する者の１者を除く全てが入札を辞退

した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

ア 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号の規定による親会社

をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第２条第３号の規定による子会社をいう。

以下同じ。）の関係にある場合 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

ウ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

エ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法

第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（15）中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条第１項に規定する事業協

同組合が参加した入札で、その構成員が同一入札に同時に参加した入札 

(16) その他、入札に関する条件に違反した入札 

（落札者の決定） 

第８条 落札者の決定は、予定価格の範囲内で契約の目的に応じ、局の支出の原因とな

る契約については、最低の価格で、局の収入の原因となる契約については、最高の

価格で入札した者を落札者とする。 

ただし、地方自治法施行令第１６７条の１０規定により、当該入札価格では契約

が履行できない恐れがあると認められる場合は、落札者とならないことがある。 

（再度入札） 

第９条 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の

入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 

２ 第７条の規定による無効の入札をした者及び第８条ただし書の規定により落札者

とならない者は、前項に規定する再度入札に参加することはできない。 

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札

をした者くじを引かせて落札者を決定する。 



２ 前項の場合において当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、

これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。 

（契約保証金） 

第11条 落札者は、落札決定後、速やかに次に定める区分により、契約保証金を現金等

で納付しなければならない。 

(１) 一般競争入札にあっては、契約金額の１００分の１０以上 

(２) 指名競争入札にあっては、契約金額の１００分の５以上 

(３) 単価契約による場合は、その都度管理者が定める額 

ただし、契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締

結し当該保険証券が提出されたときなど、八尾市水道局契約規程第３２条の規定に

より契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。 

（契約書等の提出） 

第12条 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から

３日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。 

ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 

（異議の申立） 

第13条 入札をした者は、入札後この要綱、仕様書、図面、入札及び現場説明等につい

ての不明を理由として異議を申し立てることは一切できない。 

附 則 

この要綱は、昭和61年10月20日 制定する。 

附 則 

この要綱は（直近改正）は、平成13年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から適用する。 


